
船舶事故調査報告書 

令和８年４月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和７年９月１４日 １２時５５分頃 

発生場所 三重県紀北
き ほ く

町島勝
しまかつ

漁港北方沖 

 島勝灯台から真方位０６９°５６０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°０７.１′ 東経１３６°１７.８′） 

事故の概要  瀬渡船信
しん

栄
えい

丸は、北東進中、また、プレジャーボート第七マルキ

は、東進中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和７年９月２４日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 瀬渡船 信栄丸、４.６トン 

ＭＥ３－６１８７４（漁船登録番号）、個人所有 

   第２４３－２８９９０号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ プレジャーボート 第七マルキ、０.９トン 

ＭＥ３－６７３９６（漁船登録番号）、個人所有 

   第２４３－４２７３９号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長、二級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長、二級小型 

 負傷者 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 ３人（船長Ｂ及び同乗者２人） 

 損傷 Ａ 船首部及び左舷船首部の外板に擦過傷 

Ｂ 右舷船尾部外板に割損等 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 東北東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、釣り客を迎えに行く目的で、船

長Ａが操舵室中央の操縦席に腰を掛けて手動操舵で操船に当たり、島

勝漁港を出航し、紀北町天
てん

満
ま

小
こ

島付近に向かった。 

船長Ａは、島勝漁港北側の防波堤を通過した際、周囲を見回したと

ころ、船舶を見掛けなかったので、前路に航行の支障となる船舶はい

ないと思い、本船を右転させて船首を北東方に向け、約７ノット

（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で操船した。 

船長Ａは、右舷船首方の紀北町和具の浜海水浴場を見たとき、ふだ

ん人気がない閉鎖された海水浴場に人影を認め、その行動が気になっ

て同人影に意識を向けながら、同じ針路及び速力を保持していたとこ

ろ、Ａ船の船首部とＢ船の右舷船尾部とが衝突した。 

船長Ａは、船長Ｂ及びＢ船の同乗者２人（以下「同乗者Ｂ１」及び

「同乗者Ｂ２」という。）が負傷していることを知り、携帯電話で知人



であるＢ船の船舶所有者に救助を依頼した。 

船長Ａは、Ｂ船の船舶所有者が乗船した小型船舶が来援したので、

Ａ船を操船して、釣り客を迎えに行った後、島勝漁港に戻って１１８

番通報した。 

Ｂ船（レンタルボート）は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者Ｂ１

及び同乗者Ｂ２ほか１人を乗せ、島勝漁港北西方沖において乗船者４

人が釣りを行った後、釣り場を移動することとして紀北町和具島周辺

の釣り場に向かった。 

船長Ｂは、魚群探知機を作動させ、船尾部の右舷側に腰を掛けて船

外機のハンドルを握って操船し、他の３人はそれぞれ持ち込んだ椅子

等に船尾側から同乗者Ｂ１、同乗者Ｂ２及びもう１人の同乗者が順に腰

を掛けていた。 

船長Ｂは、Ｂ船の南南東進中、周囲を見回して船舶を見掛けなかっ

たので、前路に航行の支障となる船舶はいないと思い、操船を続け

た。 

船長Ｂは、和具の浜海水浴場沖でＢ船を約３.５kn に減速させ、左

転させて船首を東方に向け、和具島周辺及び魚群探知機の画面の水深

を見て、釣り場を探すことに意識を向けた。 

同乗者Ｂ１は、立ち上がって後方を振り向いた際、Ｂ船後方約１０

ｍに接近したＡ船を認めて叫び声を上げた直後、Ｂ船とＡ船とが衝突

した。 

船長Ｂ、同乗者Ｂ１及び同乗者Ｂ２は、衝撃を受けて転倒し、船長Ｂ

は意識を失った。 

Ｂ船は、同乗者Ｂ１が船外機を停め、Ｂ船の船舶所有者が手配した

小型船舶によって島勝漁港にえい
．．

航された。 

 船長Ｂ、同乗者Ｂ１及び同乗者Ｂ２は、救急車によって三重県尾鷲市

の病院に運ばれ、意識が戻った船長Ｂが脳震盪
とう

、同乗者Ｂ１が左腕打

撲及び同乗者Ｂ２が背中打撲とそれぞれ診断された。 

 船長Ｂは、その後、地元の医療機関を受診し、外傷性頸
けい

部症候群及

び右肩関節捻挫並びに末梢神経障害と診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

分析 (1) 船長Ａは、前路に航行の支障となる船舶はいないと思いつつ、

右舷船首方の海水浴場の人影に意識を向け、同方向に視線を向け

ていたことから、左舷方から接近するＢ船に気付かなかったもの

と考えられる。 

(2) 船長Ｂは、釣り場を探すために、和具島周辺や魚群探知機の水

深に視線を向けていたことから、船尾方から接近するＡ船に気付

かなかったものと考えられる。 

(3) (1)及び(2)から、Ａ船が北東進中、Ｂ船が東進中、両船が衝突

したものと考えられる。 



原因 本事故は、Ａ船が北東進中、Ｂ船が東進中、船長Ａが、右舷船首方

の海水浴場の人影に意識を向け、同方向に視線を向けて、左舷方の見

張りを適切に行っていなかったため、また、船長Ｂが、釣り場を探す

ために、和具島周辺や魚群探知機の水深に視線を向けて、船尾方の見

張りを適切に行っていなかったため、互いに接近していることに気付

かず、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・船長は、海水浴場及び釣り場等の特定の場所に意識を向けること

なく、常時適切に周囲の見張りを行うこと。 

・船長は、船舶事故が発生した場合、速やかに１１８番通報するこ

と。 

 

付図１ 事故発生経過概略図 
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事故発生場所 
（令和７年９月１４日 
 １２時５５分頃発生） 

天満小島 

和具島 

島勝漁港 

防波堤 
三重県 
紀北町 

島勝灯台 

Ａ船 

Ｂ船 

和具の浜 
海水浴場 


